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務
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税
庁
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査
査
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部
査
察
課
）
に
併
任
す
る
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務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
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こ
と
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事
務
官
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官
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付
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条
約
第

一
ハ
ー

－

‐ 号

一

一
一
一
一

－

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

－

最
高
裁
判
所

〃

〃

二

四

第
一
○
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内
閣

"

〃

〃

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省

照
型
ハ
○

一
一
一

一三二か

九

第
一
○
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内

閣

法
務
省

〃

〃

一

九

法
務
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

〃

六
○

一
一
一

三

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る
。

法
務
省

〃

〃

五

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁
判
所

も

〃

一
一
一

一

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

"

〃

－

〃

■■■■■■■■■■■■■■■■

〃

－

公
証
人
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

一

〃

〃

■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■

〃

■■■■■■■■■■■■■■

〃

｜
法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

一

〃

〃

一
一

一
一

○

函
館
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

〃

〃

七

一

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

法
務
省

〃

三

一
一

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

〃

〃

〃

≦
宥

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

一
一
一
併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

－

〃

〃

〃

■■■■■■■

七

昭
和
五
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

五
九

三一

一●

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

根
來
泰
周



〃

"

〃

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

〃

〃

’
一
ハ
’

一
一
一
一

－

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

ー

法
務
省

〃

－

二

一

七
一

第
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

－

内
閣

一
一

－

竺手－全

一

一
一
一
一

－

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

－

最
高
裁
判
所

〃

一
一
一

一

九

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省

〃

九

二

八

第
二
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

〃

霊
元

一
ハ

一
一

八

選
挙
制
度
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

一一

〃

″

一
一
一

三

○

第
二
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

〃

〃

一

一
一

五

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃

〃

一

○

－ 二

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃

〃

九

七

売
春
対
策
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃．

〃

八

九

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

〃

よ
る
合
同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

内

閣

両
賠
琵
州
｛
ハ
ー
ニ

七

一

ヱ
ハ

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
法
務
省

を
免
ず
る

〃

地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理

｜
一
一
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
一

〃

"

一一で

一
一
ハ

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第

〃

〃

－ ‐

九

第
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内
閣

〃

七

五

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所

〃

－

〃

－

〃

－

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

－

"

〃

〃

〃

め

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

〃

〃

〃

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

"

〃

〃

〃

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

〃

｛
ハ

一 一

七

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

法

務

省

一
ハ
ー
ニ

、
ﾆ ｭ

一
一
一

一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

〃

〃

一

一

八

第
二
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

内

閣

〃

一
一
一

一

九

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
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〃

－

四

一

一

五

－

｜
内
闇

国
会
等
移
転
調
査
会
幹
事
に
任
命
す
る

平
成

五

一
一
一

一
一
一
一

平
成
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
勤
務
延
長
す
る

法
務
省

法
務
省

出
張
期
間
は
平
成
四
年
一
○
月
九
日
か
ら
同
月
二
三
日
ま
で
と
す
る

〃

国
へ
出
張
を
命
ず
る

〃

九

■

q

$一

一
一
一

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
イ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
冬

四

｛
ハ

竜

○

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省

一
一
一

八

一

一
一

鉄
道
整
備
基
金
設
立
委
員
に

運
輸
省

〃

－

一

○
一

九
一

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

－

〃

〃

九

五

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

〃

〃

八

一
一
一

一

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

〃

〃

"

｛
ハ

海
外
移
住
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

内
閣

〃

〃

〃

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

〃

〃

－

"

I■■■■■■■■■■■■■■■■

五

一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

－

最
高
裁
判
所

〃

－

七
－

一
一

一

地
域
改
善
対
策
協
議
会
委
員
に
任
命
す
る
一
内

閣

〃

"

〃

国
有
財
産
中
央
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

大
蔵
省

〃

〃

一
一

○

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

．〃
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來
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